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組合員　氏名 様

月 額

年 額 年 額

月 額

1,252,028

61,143

令和○年○月○日

733,721

※　年金概算書は、概算日時点の給料を固定し、適用するものとしています。
　　また、概算日における法令等に基づくものであって、将来にわたって保障されるものではありません。

国 民 年 金

（老齢基礎年金）

（円）

月 額

年 金 額
（円）

年 額 1,252,028

104,335

合　　　計

月 額

年 額

老　齢　厚　生　年　金　概　算　書

組合員期間　昭和６０年　４月１日～令和　５年　３月３１日

組合員氏名 〔生年月日　昭和３7年１１月１１日〕

年　金　の　名　称 本来支給の老齢厚生年金

支　 給　 開　 始

報酬比例部分

合　　　　計

６５歳到達時

令和９年１２月分～

（６５歳）

報酬比例部分

内 訳

(円)

年 　金 　額
（円）

給料記録番号 87000000000001

ｸﾐｱｲｲﾝ ｼﾒｲ

1,243,381

経過的加算 8,647

生年月日が昭和37年4月2日以降

一般組合員の場合

公務員期間（国を含む）の漏れがないか確認してください。

６５歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金の年
金額です。

※加給年金額部分については、記載されていません。
※スライド改定、法改正などにより年金額は変動します。

６５歳到達年月の翌月です。

《例》 老齢厚生年金の概算書の見方
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様

月 額

年 額 年 額

月 額

212,882

令和○年○月○日

※　年金概算書は、概算日時点の給料を固定し、適用するものとしています。

　　また、概算日における法令等に基づくものであって、将来にわたって保障されるものではありません。

国 民 年 金

（老齢基礎年金）

（円）

月 額

年 金 額

（円）

年 額 212,882

17,740

合　　　計

月 額

年 額

退　職　共　済　年　金　概　算　書

組合員期間　昭和６０年　４月１日～令和　５年　３月３１日

〔生年月日　昭和３７年１１月１１日〕

年　金　の　名　称 本来支給の退職共済年金

支　 給　 開　 始

職域部分

合　　　　計

６５歳到達時

令和９年１２月分～

（６５歳）

職域部分

内 訳

(円)

年　 金 　額

（円）

給料記録番号

組合員氏名

ｸﾐｱｲｲﾝ ｼﾒｲ

組合員　氏名

212,882

87000000000001

生年月日が昭和37年4月2日以降

一般組合員の場合

公務員期間（国を含む）の漏れがないか確認してください。

６５歳からの退職共済年金（経過的職域加算額）の
年金額です。

※スライド改定、法改正などにより年金額は変動します。

６５歳到達年月の翌月です。

《例》 退職共済年金（経過的職域加算額）の概算書の見方
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様

内 訳
(円)

年　金　額
（円）

87000000000002

ｷﾖｳｻｲ　ｼﾖｳﾎﾞｳ

共済　消防

給料記録番号

1,298,591

経過的加算 540

６５歳到達時

令和９年８月分～

（６５歳）

報酬比例部分

老　齢　厚　生　年　金　概　算　書

組合員期間　昭和５６年　４月１日～令和　５年　３月３１日

組合員氏名 〔生年月日　昭和３７年　７月　５日〕

年　金　の　名　称
特例による
老齢厚生年金

本来支給の老齢厚生年金

支　 給　 開　 始
受給権発生時

令和６年８月分～

（６２歳）

報酬比例部分 1,298,591

合　　　　計 1,298,591

1,299,131

108,260

合　　　計

月 額 108,215

年 額 1,298,591

令和○年○月○日

780,900

※　年金概算書は、概算日時点の給料を固定し、適用するものとしています。

　　また、概算日における法令等に基づくものであって、将来にわたって保障されるものではありません。

国 民 年 金

（老齢基礎年金）

（円）

月 額

年 金 額
（円）

年 額

月 額

年 額 年 額

月 額

1,299,131

65,075

生年月日が昭和37年4月2日～昭和38年4月1日

特定消防組合員の場合

公務員期間（国を含む）の漏れがないか確認してください。

支給開始年齢到達年月の翌月です。

６２歳からの年金額です。

６５歳からの老齢厚生年金と老齢基礎年金の年金
額です。

※加給年金額部分については、６５歳到達時に決定のため、記載されていません。
※スライド改定、法改正などにより年金額は変動します。

６５歳到達年月の翌月です。

特定消防組合員の特例該当

《例》 老齢厚生年金の概算書の見方
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様

87000000000002

ｷﾖｳｻｲ　ｼﾖｳﾎﾞｳ

給料記録番号

共済　消防

職域部分 246,357

令和○年○月○日

※　年金概算書は、概算日時点の給料を固定し、適用するものとしています。

　　また、概算日における法令等に基づくものであって、将来にわたって保障されるものではありません。

国 民 年 金

（老齢基礎年金）

（円）

月 額

年 金 額
（円）

年 額

月 額

年 額 年 額

月 額

20,529

合　　　計

月 額 20,529

年 額 246,357

246,357

退　職　共　済　年　金　概　算　書

組合員期間　昭和５６年　４月１日～令和　５年　３月３１日

組合員氏名 〔生年月日　昭和３７年　７月　５日〕

年　金　の　名　称
特例による
退職共済年金

本来支給の退職共済年金

支　 給　 開　 始
受給権発生時

令和６年９月分～

（６２歳）

246,357

内　訳
(円)

年　金　額
（円）

246,357

合　　　　計 246,357

６５歳到達時

令和９年８月分～

（６５歳）

職域部分

生年月日が昭和37年4月2日～昭和38年4月1日

特定消防組合員の場合

公務員期間（国を含む）の漏れがないか確認してください。

支給開始年齢到達年月の翌月です。

６２歳からの年金額です。

６５歳からの退職共済年金（経過的職域加算額）の年
金額です。

※スライド改定、法改正などにより年金額は変動します。

６５歳到達年月の翌月です。

特定消防組合員の特例該当

《例》 退職共済年金（経過的職域加算額）の概算書の見方
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